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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一対のファスナーテープ（２０）と、
　前記一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部（２０ａ）に縫い糸（３３）によ
りそれぞれ縫い付けられ、複数のファスナーエレメント（３１）を有する一対のファスナ
ーエレメント列（３０）と、
　前記一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダー（４０）と、を備え
るスライドファスナーであって、
　前記ファスナーエレメント列は、透光性を有する合成樹脂製のコイル状のファスナーエ
レメント列であり、
　前記一対のファスナーテープの前記テープ側縁部が、前記一対のファスナーテープの間
で対向するテープ端縁（２０ｂ）をそれぞれ有し、前記テープ端縁の間において隙間（Ｓ
）が前記一対のファスナーテープの長手方向に沿って一様に形成され、
　前記ファスナーエレメントは、噛合頭部（３１ａ）と、前記噛合頭部から突出し平行に
延びる第１脚部（３１ｂ）及び第２脚部（３１ｃ）と、を有し、
　前記第１脚部は前記ファスナーテープと接触し、前記第２脚部は前記ファスナーテープ
と非接触であり、
　前記第１脚部は、前記ファスナーテープ及び前記第２脚部と異なる色に着色され、
　前記第２脚部は無着色であり、
　前記一対のファスナーテープ間の前記隙間を介して前記第１脚部の色を視認可能である



(2) JP 5986197 B2 2016.9.6

10

20

30

40

50

ことを特徴とするスライドファスナー。
【請求項２】
　前記第１脚部（３１ｂ）は、前記第１脚部の表面にメッキの塗膜が形成されることによ
り着色され、
　前記塗膜は、前記一対のファスナーテープ（２０）と接触すると共に、前記一対のファ
スナーテープ間で前記隙間（Ｓ）を超えて形成されることを特徴とする請求項１に記載の
スライドファスナー。
【請求項３】
　一対のファスナーテープ（２０）と、
　前記一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部（２０ａ）に縫い糸（３３）によ
りそれぞれ縫い付けられ、複数のファスナーエレメント（３１）を有する一対のファスナ
ーエレメント列（３０）と、
　前記一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダー（４０）と、を備え
るスライドファスナーであって、
　前記ファスナーエレメント列は、透光性を有する合成樹脂製のコイル状のファスナーエ
レメント列であり、
　前記ファスナーエレメントは、噛合頭部（３１ａ）と、前記噛合頭部から突出し平行に
延びる第１脚部（３１ｂ）及び第２脚部（３１ｃ）と、を有し、
　前記第１脚部は前記ファスナーテープと接触し、前記第２脚部は前記ファスナーテープ
と非接触であり、
　前記第１脚部は、前記ファスナーテープ及び前記第２脚部と異なる色に着色されるよう
に、前記第１脚部の表面にメッキの塗膜が形成されることにより着色され、
　前記塗膜は、前記一対のファスナーテープ（２０）と接触すると共に、前記一対のファ
スナーテープ間で隙間（Ｓ）を超えて形成され、
　前記第２脚部は無着色であることを特徴とするスライドファスナー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、スライドファスナーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のスライドファスナーとして、ファスナーエレメント列及び縫い糸などを顔料で原
料着色し、その着色したファスナーエレメント列を無着色のファスナーテープに着色した
縫い糸で取り付けて、さらに、ファスナーテープをファスナーエレメント列と異なる色に
着色するものが知られている（例えば、特許文献１参照）。また、従来のスライドファス
ナーとして、コイル状のファスナーエレメント列の上脚部の表面に金属被膜層を形成する
ものが知られている（例えば、特許文献２参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】日本国特開昭６４－００８９０５号公報
【特許文献２】日本国特開２００１－１７８５０８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記特許文献１に記載のスライドファスナーでは、ファスナーテープの色と
ファスナーエレメント列の色に差を持たせ、コントラストを強調して、色彩的なデザイン
性を高めることができるものの、スライドファスナーを、ファスナーエレメント列が裏側
となるように使用して（以下「裏使い」と言う）、ファスナーエレメント列の色を左右の
ファスナーテープ間の隙間から見せることについては考慮されていなかった。また、上記
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特許文献２に記載のスライドファスナーにおいても、スライドファスナーを裏使いして、
ファスナーエレメント列の色を左右のファスナーテープ間の隙間から見せることについて
は考慮されていなかった。
【０００５】
　そして、通常、上記したスライドファスナーの裏使いは、ファスナーエレメント列を見
え難くするために行われる手法であるため、左右のファスナーテープ間の隙間からファス
ナーエレメント列があまり見えない方が好ましく、その隙間は必要最低限しか設けられな
い。このため、上記特許文献１、２のように、スライドファスナーの色彩的なデザイン性
を高めたとしても、左右のファスナーテープ間の隙間からファスナーエレメント列の色が
十分に見えず、そのデザイン性を発揮することができなかった。また、上記特許文献１、
２は、ファスナーエレメント列が透光性を有することによる光反射効果を得られるもので
はなかった。
【０００６】
　本発明は、前述した事情に鑑みてなされたものであり、その目的は、左右のファスナー
テープ間の隙間からファスナーエレメント列の色を積極的に見せて、スライドファスナー
の色彩的なデザイン性を高めることができるスライドファスナーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の上記目的は、下記の構成により達成される。
（１）一対のファスナーテープと、一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部に縫
い糸によりそれぞれ縫い付けられ、複数のファスナーエレメントを有する一対のファスナ
ーエレメント列と、一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダーと、を
備えるスライドファスナーであって、ファスナーエレメント列は、透光性を有する合成樹
脂製のコイル状のファスナーエレメント列であり、一対のファスナーテープのテープ側縁
部が、一対のファスナーテープの間で対向するテープ端縁をそれぞれ有し、テープ端縁の
間において隙間が一対のファスナーテープの長手方向に沿って一様に形成され、ファスナ
ーエレメントは、噛合頭部と、噛合頭部から突出し平行に延びる第１脚部及び第２脚部と
、を有し、第１脚部はファスナーテープと接触し、第２脚部はファスナーテープと非接触
であり、第１脚部は、ファスナーテープ及び第２脚部と異なる色に着色され、第２脚部は
無着色であり、一対のファスナーテープ間の隙間を介して第１脚部の色を視認可能である
ことを特徴とするスライドファスナー。
（２）第１脚部は、第１脚部の表面にメッキの塗膜が形成されることにより着色され、塗
膜は、一対のファスナーテープと接触すると共に、一対のファスナーテープ間で隙間を超
えて形成されることを特徴とする請求項１に記載のスライドファスナー。
（３）一対のファスナーテープと、一対のファスナーテープの対向するテープ側縁部に縫
い糸によりそれぞれ縫い付けられ、複数のファスナーエレメントを有する一対のファスナ
ーエレメント列と、一対のファスナーエレメント列を噛合・分離させるスライダーと、を
備えるスライドファスナーであって、ファスナーエレメント列は、透光性を有する合成樹
脂製のコイル状のファスナーエレメント列であり、ファスナーエレメントは、噛合頭部と
、噛合頭部から突出し平行に延びる第１脚部及び第２脚部と、を有し、第１脚部はファス
ナーテープと接触し、第２脚部はファスナーテープと非接触であり、第１脚部は、ファス
ナーテープ及び第２脚部と異なる色に着色されるように、第１脚部の表面にメッキの塗膜
が形成されることにより着色され、塗膜は、一対のファスナーテープと接触すると共に、
一対のファスナーテープ間で隙間を超えて形成され、第２脚部は無着色であることを特徴
とするスライドファスナー。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のスライドファスナーによれば、ファスナーエレメント列は、透光性を有する合
成樹脂製のコイル状のファスナーエレメント列であり、一対のファスナーテープのテープ
側縁部が、一対のファスナーテープの間で対向するテープ端縁をそれぞれ有し、テープ端
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縁の間において隙間が一対のファスナーテープの長手方向に沿って一様に形成され、ファ
スナーエレメントは、噛合頭部と、噛合頭部から突出し平行に延びる第１脚部及び第２脚
部と、を有し、第１脚部はファスナーテープと接触し、第２脚部はファスナーテープと非
接触であり、第１脚部は、ファスナーテープ及び第２脚部と異なる色に着色され、第２脚
部は無着色であり、一対のファスナーテープ間の隙間を介して第１脚部の色を視認可能で
あるため、左右のファスナーテープ間の隙間からファスナーエレメント列の色を積極的に
見せることができ、スライドファスナーの色彩的なデザイン性を高めることができる。
【０００９】
　本発明のスライドファスナーによれば、ファスナーエレメント列は、透光性を有する合
成樹脂製のコイル状のファスナーエレメント列であり、ファスナーエレメントは、噛合頭
部と、噛合頭部から突出し平行に延びる第１脚部及び第２脚部と、を有し、第１脚部はフ
ァスナーテープと接触し、第２脚部はファスナーテープと非接触であり、第１脚部は、フ
ァスナーテープ及び第２脚部と異なる色に着色されるように、第１脚部の表面にメッキの
塗膜が形成されることにより着色され、塗膜は、一対のファスナーテープと接触すると共
に、一対のファスナーテープ間で隙間を超えて形成され、第２脚部は無着色であるため、
光が透光性を有する第２脚部を透り、表面にメッキの塗膜が形成されることにより着色さ
れた第１脚部に接して反射する効果が得られ、スライドファスナーの色彩的なデザイン性
を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】本発明に係るスライドファスナーの第１実施形態を説明する表面図である。
【図２】図１に示すスライドファスナーの断面図である。
【図３】左右のファスナーエレメントの第１脚部に着色する工程を説明する断面図である
。
【図４】ファスナーエレメント列をファスナーテープに縫い付ける縫付装置の概略側面図
である。
【図５】図４に示す縫付装置の要部拡大断面図である。
【図６】本発明に係るスライドファスナーの第２実施形態を説明する表面図である。
【図７】図６に示すスライドファスナーの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明に係るスライドファスナーの各実施形態について、図面に基づいて詳細に
説明する。
【００１２】
（第１実施形態）
　まず、図１～図５を参照して、本発明に係るスライドファスナーの第１実施形態につい
て説明する。なお、以後の説明において、スライドファスナーに関しては、表側とは図１
の紙面に対して手前側、裏側とは図１の紙面に対して奥側、上側とは図１の紙面に対して
上側、下側とは図１の紙面に対して下側、左側とは図１の紙面に対して左側、右側とは図
１の紙面に対して右側とする。また、スライドファスナーの左右方向は幅方向とも言う。
また、スライドファスナーの上下方向は長さ方向とも言う。
【００１３】
　本実施形態のスライドファスナー１０は、図１に示すように、織編製された左右一対の
ファスナーテープ２０と、左右一対のファスナーテープ２０の対向するテープ側縁部２０
ａにそれぞれ設けられ、複数のファスナーエレメント３１を有する左右一対のファスナー
エレメント列３０と、左右一対のファスナーエレメント列３０を噛合・分離させるスライ
ダー４０と、左右一対のファスナーエレメント列３０の上端部にそれぞれ設けられる上止
部１１と、左右一対のファスナーエレメント列３０の下端部にそれぞれ設けられる開き具
１２と、を備える。そして、このスライドファスナー１０は、ファスナーエレメント列３
０が裏側となるように、服やバッグなどの被着物に取り付けられる。
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【００１４】
　開き具１２は、右側のファスナーテープ２０のテープ側縁部２０ａの下端部に形成され
る箱棒１３及び箱体１４と、左側のファスナーテープ２０のテープ側縁部２０ａの下端部
に形成され、箱体１４に挿入可能な蝶棒１５と、を備える。なお、開き具１２は、下止部
であってもよい。
【００１５】
　ファスナーエレメント列３０は、図２に示すように、透明な合成樹脂製のモノフィラメ
ントを一定方向に巻回すことにより形成されるコイル状のファスナーエレメント列であり
、複数のファスナーエレメント３１を有している。そして、ファスナーエレメント列３０
は、その内部に芯紐３２が挿通され、二重環縫いされる縫い糸３３によってファスナーテ
ープ２０のテープ側縁部２０ａの裏面（下面）に縫い付けられる。また、モノフィラメン
トの合成樹脂材料としては、ポリエステル及びナイロンなどを挙げることができる。なお
、ファスナーエレメント列３０は、透明な合成樹脂からなり透光性を有しているが、これ
に限定されず、透光性を有していなくてもよい。
【００１６】
　ファスナーエレメント３１は、相手方のファスナーエレメント３１と噛合・分離する噛
合頭部３１ａと、噛合頭部３１ａの一端部から幅方向外側に延び、ファスナーテープ２０
と接触する第１脚部３１ｂと、噛合頭部３１ａの他端部から幅方向外側に延び、ファスナ
ーテープ２０と非接触である第２脚部３１ｃと、第１脚部３１ｂの幅方向外端部と隣り合
うファスナーエレメント３１の第２脚部３１ｃの幅方向外端部とを連結する連結部３１ｄ
と、を備える。従って、第１脚部３１ｂ及び第２脚部３１ｃは、噛合頭部３１ａから突出
し平行に延びるように形成されている。
【００１７】
　また、噛合頭部３１ａ、第１脚部３１ｂの一部、及び第２脚部３１ｃの一部は、ファス
ナーテープ２０のテープ端縁２０ｂを越えて、幅方向内側に配置されている。即ち、噛合
頭部３１ａ、第１脚部３１ｂの一部、及び第２脚部３１ｃの一部は、ファスナーテープ２
０の表裏方向において、ファスナーテープ２０によって覆われない位置に配置されている
。
【００１８】
　スライダー４０は、図１に示すように、胴体４１と、胴体４１の表面に設けられる引手
取付部４２と、引手取付部４２に取り付けられる引手４３と、を備える。そして、スライ
ダー４０を上止部１１側に移動することで、左右一対のファスナーエレメント列３０が噛
合し、スライダー４０を開き具１２側に移動することで、左右一対のファスナーエレメン
ト列３０が分離する。
【００１９】
　そして、本実施形態では、左右一対のファスナーエレメント３１の第１脚部３１ｂは、
左右一対のファスナーテープ２０及び第２脚部３１ｃと異なる色に着色され、左右一対の
ファスナーエレメント３１の第２脚部３１ｃは、無着色である。具体的には、第１脚部３
１ｂは、例えば、シルバー色、ゴールド色、ニッケル色、カッパー色、ブラックニッケル
色などに着色される。そして、第１脚部３１ｂが薄い色に着色される場合、ファスナーテ
ープ２０は黒などの濃い色に着色され、第１脚部３１ｂが濃い色に着色される場合、ファ
スナーテープ２０は白などの薄い色に着色されて、コントラストが強調されている。なお
、色の組み合わせは任意であり、濃い色同士を組み合わせてもよいし、薄い色同士を組み
合わせてもよい。
【００２０】
　また、ファスナーエレメント３１は、透光性を有さない場合、ファスナーテープ２０と
同じ色又はファスナーテープ２０と異なる色に着色されており、第１脚部３１ｂをファス
ナーエレメント３１と異なる色に着色することで、着色されなかった第２脚部３１ｃは第
１脚部３１ｂと異なる色となる。
【００２１】
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　なお、ファスナーテープ２０とファスナーエレメント列３０の第１脚部３１ｂは、別々
の工程で着色される。具体的には、一方のファスナーテープ２０は、染色により着色され
る。他方のファスナーエレメント列３０の第１脚部３１ｂは、図３に示すように、第１脚
部３１ｂの表面にメッキが施されることにより着色される。即ち、第１脚部３１ｂの表面
には、メッキ液が付着することによって、塗膜が形成されている。この塗膜の色が、ファ
スナーテープ２０及び第２脚部３１ｃの色と異なる。なお、図３中の符号ＮＺは、第１脚
部３１ｂの表面に向けてメッキ液を噴射する噴射ノズルである。
【００２２】
　また、本実施形態では、図２に示すように、左右一対のファスナーテープ２０間に隙間
Ｓが形成されている。具体的には、左右のファスナーテープ２０のテープ側縁部２０ａが
、ファスナーテープ２０の幅方向（左右方向）に対向するテープ端縁２０ｂを有し、各テ
ープ端縁２０ｂ間に隙間Ｓが形成されている。この隙間Ｓの幅寸法Ａは、左右一対のファ
スナーエレメント列３０の噛合状態の幅寸法Ｂに対して５．４～２５％に設定されている
。従って、スライドファスナー１０の表側から隙間Ｓを介してファスナーエレメント列３
０の第１脚部３１ｂの色を視認可能である。
【００２３】
　以下に、左右一対のファスナーテープ２０間の隙間Ｓの幅寸法Ａと、左右一対のファス
ナーエレメント列３０の噛合状態の幅寸法Ｂの具体的な実施例について説明する。
　第１実施例は、幅寸法Ａを０．５～０．９ｍｍとして、幅寸法Ｂを６．３５～６．６５
ｍｍとする。この場合、幅寸法Ａは、幅寸法Ｂに対して、７．５～１４．２％の寸法であ
る。
　また、第２実施例は、幅寸法Ａを０．４～１．０ｍｍとして、幅寸法Ｂを７．０５～７
．３５ｍｍとする。この場合、幅寸法Ａは、幅寸法Ｂに対して、５．４～１４．２％の寸
法である。
　また、第３実施例は、幅寸法Ａを０．３５～０．６５ｍｍとして、幅寸法Ｂを４．０～
４．２ｍｍとする。この場合、幅寸法Ａは、幅寸法Ｂに対して、８．３～１６．３％の寸
法である。
　また、第４実施例は、幅寸法Ａを０．７～１．１ｍｍとして、幅寸法Ｂを６．４～６．
７ｍｍとする。この場合、幅寸法Ａは、幅寸法Ｂに対して、１０～１８％の寸法である。
好ましくは、幅寸法Ａを０．９５～１．０５ｍｍとして、幅寸法Ｂを６．４５～６．６５
ｍｍとする。この場合、幅寸法Ａは、幅寸法Ｂに対して、１４～１７％の寸法である。
　また、第５実施例は、幅寸法Ａを０．４５～０．５５ｍｍとして、幅寸法Ｂを４．１５
～４．３５ｍｍとする。この場合、幅寸法Ａは、幅寸法Ｂに対して、１０～１３％の寸法
である。
　また、第６実施例は、幅寸法Ａを２．３５～２．５５ｍｍとして、幅寸法Ｂを１０．５
～１１．０ｍｍとする。この場合、幅寸法Ａは、幅寸法Ｂに対して、２１～２５％の寸法
である。
【００２４】
　このように構成されたスライドファスナー１０では、ファスナーエレメント列３０の透
光性の有無に関わらず、左右のファスナーエレメント列３０が噛合した状態では、スライ
ドファスナー１０の表面を視認できる。即ち、左右のファスナーテープ２０間の隙間Ｓを
介してファスナーエレメント列３０の第１脚部３１ｂの色のみを視認できる。一方、左右
のファスナーエレメント列３０が分離した状態では、左右のファスナーエレメント列３０
間からスライドファスナー１０の裏面を視認できる。即ち、第１脚部３１ｂと色の異なる
第２脚部３１ｃの色を視認できる。
【００２５】
　次に、本発明に係るスライドファスナーの製造方法について説明する。
【００２６】
　本実施形態のスライドファスナー１０の製造方法は、左右一対のファスナーテープ２０
を縫付装置５０に供給する工程と、噛合状態の左右一対のファスナーエレメント列３０を
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縫付装置５０に供給する工程と、縫付装置５０において、左右一対のファスナーテープ２
０間の隙間Ｓを、所定の幅寸法Ａに設定する工程と、縫付装置５０において、左右一対の
ファスナーテープ２０のテープ側縁部２０ａに、左右一対のファスナーエレメント列３０
をそれぞれ縫い付ける工程と、を備える。
【００２７】
　縫付装置５０は、図４及び図５に示すように、基台５１と、基台５１の上面に取り付け
られ、供給された左右一対のファスナーエレメント列３０を案内するエレメント案内板５
２と、エレメント案内板５２の上面に取り付けられ、供給された左右一対のファスナーテ
ープ２０を案内するテープ案内板５３と、テープ案内板５３の上方に配置される左右２組
で合計４本の縫い針５４と、エレメント案内板５２の下方に配置される左右一対のルーパ
ー５５と、を備える。
【００２８】
　エレメント案内板５２の上面には、噛合状態の左右一対のファスナーエレメント列３０
を長さ方向に案内するエレメント案内溝５２ａが形成されている。また、エレメント案内
溝５２ａには、エレメント案内板５２を上下方向に貫通し、縫い針５４をエレメント案内
溝５２ａに向けて通過させる左右一対の針通過穴５２ｂが形成されている。
【００２９】
　テープ案内板５３の下面には、左右一対のファスナーテープ２０を長さ方向に案内する
テープ案内溝５３ａが形成されている。また、テープ案内溝５３ａには、テープ案内板５
３を上下方向に貫通し、縫い針５４をテープ案内溝５３ａに向けて通過させる左右２組で
合計４つの針通過穴５３ｂが形成されている。また、テープ案内溝５３ａの幅方向（左右
方向）中央には、テープ案内板５３の下面から突出し、テープ案内溝５３ａと平行に延び
るガイド部５３ｃが形成されている。ガイド部５３ｃは、テープ案内板５３の下面と垂直
に交わる左面と右面を有する。そして、ガイド部５３ｃは、その左面と右面との間で、左
右一対のファスナーテープ２０間の隙間Ｓの幅寸法Ａを設定する。従って、ガイド部５３
ｃの幅寸法は、隙間Ｓの幅寸法Ａと同一である。
【００３０】
　このように構成された縫付装置５０では、まず、左右一対のファスナーテープ２０がテ
ープ案内板５３のテープ案内溝５３ａに供給されると共に、噛合状態の左右一対のファス
ナーエレメント列３０がエレメント案内板５２のエレメント案内溝５２ａに供給される。
次いで、左右一対のファスナーテープ２０について、左側のファスナーテープ２０のテー
プ端縁２０ｂがガイド部５３ｃの左面に接し、右側のファスナーテープ２０のテープ端縁
２０ｂがガイド部５３ｃの右面に接する。即ち、ガイド部５３ｃは、左右一対のファスナ
ーテープ２０のテープ側縁部２０ａのテープ端縁２０ｂ間に配置される。そして、各ファ
スナーテープ２０のテープ端縁２０ｂがガイド部５３ｃに沿って移送されることにより、
左右一対のファスナーテープ２０間の隙間Ｓが所定の幅寸法Ａに設定される。次いで、左
右一対のファスナーテープ２０のテープ側縁部２０ａに、左右一対のファスナーエレメン
ト列３０が、左右２組の縫い針５４及び左右一対のルーパー５５によりそれぞれ縫い付け
られる。
【００３１】
　以上説明したように、本実施形態のスライドファスナー１０によれば、第１脚部３１ｂ
は、ファスナーテープ２０及び第２脚部３１ｃと異なる色に着色され、一対のファスナー
テープ２０間の隙間Ｓを介して第１脚部３１ｂの色を視認可能であるため、左右のファス
ナーテープ２０間の隙間Ｓから第１脚部３１ｂの色を積極的に見せることができ、スライ
ドファスナー１０の色彩的なデザイン性を高めることができる。
【００３２】
（第２実施形態）
　次に、図６及び図７を参照して、本発明に係るスライドファスナーの第２実施形態につ
いて説明する。なお、上記第１実施形態と同一又は同等部分については、図面に同一符号
を付してその説明を省略或いは簡略化する。また、以後の説明において、スライドファス
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、上側とは図６の紙面に対して上側、下側とは図６の紙面に対して下側、左側とは図６の
紙面に対して左側、右側とは図６の紙面に対して右側とする。また、スライドファスナー
の左右方向は幅方向とも言う。また、スライドファスナーの上下方向は長さ方向とも言う
。
【００３３】
　本実施形態のスライドファスナー１０では、図６に示すように、上記第１実施形態の左
右一対のファスナーテープ２０が、左右一対のファスナーエレメント列３０側が表側にな
るように裏返されて使用され、スライダー４０が取り付けられている。また、本実施形態
では、上記第１実施形態の開き具１２の代わりに下止部１６が取り付けられている。
【００３４】
　そして、本実施形態では、図７に示すように、着色された第１脚部３１ｂがファスナー
テープ２０側に配置され、無着色の透明な第２脚部３１ｃが表側に配置されるので、光が
透明な第２脚部３１ｃを透り、着色された第１脚部３１ｂに接して反射する効果が得られ
る。
【００３５】
　以上説明したように、本実施形態のスライドファスナー１０によれば、光が透明な第２
脚部３１ｃを透り、着色された第１脚部３１ｂに接して反射する効果が得られるため、ス
ライドファスナー１０の色彩的なデザイン性を高めることができる。また、上記第１実施
形態の左右一対のファスナーテープ２０を裏返して使用するため、１つのファスナーテー
プ２０を使用して、２タイプのデザインを表現することができる。
　その他の構成及び作用効果については、上記第１実施形態と同様である。
【００３６】
　なお、本発明は上記実施形態に例示したものに限定されるものではなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲において適宜変更可能である。
【符号の説明】
【００３７】
　　１０　　スライドファスナー
　　２０　　ファスナーテープ
　　２０ａ　テープ側縁部
　　３０　　ファスナーエレメント列
　　３１　　ファスナーエレメント
　　３１ａ　噛合頭部
　　３１ｂ　第１脚部
　　３１ｃ　第２脚部
　　３３　　縫い糸
　　４０　　スライダー
　　　Ｓ　　隙間
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